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温かな教職員集団の中で育つ子どもたち 

           所長 春日 仁史 

 

平成 25 年度が始まり，各学校では子どもたちの

元気な声が響き，笑顔と活気に満ちあふれているこ

とと思います。今年度もよろしくお願いします。 
 
さて，新年度早々，進路保障に係る児童生徒支援

加配校を訪問させていただきました。 
職員室に挨拶したときに，笑顔でさわやかに対応

してくださった皆さんありがとうございました。

「何でも話ができる，相談のできる温かい雰囲気の

職員室だ」と感じました。校長先生や推進者の先生

方の穏やかで謙虚な中にも，わが校の子どもたちの

笑顔と元気，夢を守るために自分がやらなくて誰が

やるという気概や信念，愛情が伝わってくる語りに

感心するとともに心強く感じました。 
数年前，生徒指導等に苦慮した学校で聴いた話で

す。いつでも，誰でも，「早く，丁寧に」対応でき

ることが求められた時期があったそうです。一人で

問題を抱えることなく，全教職員が同一歩調で対応

するためには情報共有は欠かせなかったといいま

す。だから，今でも遠慮なく話ができる雰囲気があ

るということです。もちろん，子どもたちの活躍も

話題になっていることはいうまでもありません。 
今回訪問した多くの児童生徒支援加配校でも，子

どもたちの変化を見逃さず，寄り添いながら，「見

えない姿を知る。聞こえない声を聴く」姿勢が当た

り前のこととなっていると感じました。 
  
 また，訪問した数校の校長先生が異口同音におっ

しゃる「皆さんには，本当によくやってもらってい

ます」とのねぎらいと感謝の思いが込められた言葉 

 
 
 
 
 
 
 
 
と職員室の雰囲気とは無縁ではないように思いま

す。子どもたち一人一人が大切にされる学校では間

違いなく，教職員一人一人が互いに尊重しあい，協

力しあえる円満な関係が築かれているのではない

でしょうか。 
また，4 月下旬に開催しました浜田教育事務所管

内の前期進路保障連絡協議会で，講師さんが「先生

が好き，学校が好き」な子どもたちに育ってほしい

とおっしゃいました。聴講された方の感想の中に，

「学校で『挨拶しない子がいる』と話題になること

があります。『挨拶がしたくなる教師，挨拶がした

くなる学校であることが求められる』と感じまし

た。」とありました。豊かな感性の持ち主だと感心

するとともに，学校に帰って「なぜ，挨拶しないの

だろう」と職員室で子どもの立場にたって話題にさ

れたのではないかと思いました。 
 
「児童・生徒にとって最大の教育環境は『人』で

ある。」という言葉があります。職員室の雰囲気や

教職員の円満な関係は子どもたちに好影響を与え

ていることは間違いありません。先述したような，

心温まる教職員集団の中で育つ子どもたちはとて

も幸せです。「先生が好き，学校が好き，友達が好

き」と笑顔で元気な子どもたちの声が聞こえてきそ

うです。 

 
いじめや不登校，体罰等の様々な問題が取り上げ

られる中，各学校では，学校の教育課題解決に向け

て，児童・生徒一人一人に寄り添い，教職員が一体

となって真摯に取り組まれていること，気概と愛情

に満ちた教職員の皆さんが頑張っていただいてい

ることに感謝します。引き続き，温かい教育環境の

中で子どもたちを中心に据えたすばらしい教育実

践が展開されることを期待しています。 

平成２５年度                 

事務所だより  
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スタッフ紹介

                          ☆総務課 

 
 
 
 

所長 春日仁史     調整監 杉野本智幸 

（5700）          （5701） 

☆社会教育スタッフ 

 
 
                        

☆市町派遣指導主事（浜田市・大田市） 

 
 
 
 

 

 

☆学校教育スタッフ 

 
                       ☆市町派遣指導主事 

（江津市・川本町・美郷町・邑南町） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 電話番号の局番は，0855－29－○○○○ 

生越 徹  笠井 修  大屋裕二 

橋井泰治   堀 康弘   岡田和明 

羽柴千晴  宇野正一  伊津洋士 

（5707）  （5706）  （5708） 
井口 猛   石橋邦彦   濵崎政寿 

（5706）   （5707）   （5706） 

矢田悦夫    掘江真佐邦 

渡邉 淳    上ヶ迫定夫    領家弘典 

河本誠二   小谷明浩   松原 聡  

山本尚生  寺本典則  大石 学  吉田茂延 

（5712） （5709） 

鹿森千恵子 福田幸太郎 新川勝美 大崎章子 
       （5704）  （5703） （5705） 
 濱村修司   福本博幸  黒見正樹 

（5702）   （5702）   （5711） 
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平成 25 年度 主な事務分掌 
 

所 長  春 日 仁 史 総括 

   調整監  杉野本 智 幸 教職員の人事・任用及び服務に関すること  市町教育委員会に関すること 

総
務
課 

課 長  福 本 博 幸 総務課事務の総括に関すること 教職員人事の事務・勤務記録に関すること 

企画員  濱 村 修 司 

 

教職員〔小学校（浜田市）〕の旅費に関すること 

教職員の給料に関すること 教育事務所庶務に関すること                       

主 任  黒 見 正 樹 学校事務職員等の研修に関すること 教職員〔中学校〕の旅費に関すること 

主 任  新 川 勝 美 

 

一年期限付任用教職員及び短期補充教職員の給与に関すること  

教職員〔小学校（江津市・邑智郡）〕の旅費に関すること    

主 任  福 田 幸太郎 非常勤講師の報酬の支払いに関すること  教職員〔小学校（大田市）〕の旅費に関すること 

嘱託員  大 崎 章 子 教職員互助会浜田支局事務に関すること 

臨時職員 鹿 森 千恵子 教育事務所事務の補助に関すること 

社
会
教
育
ス
タ
ッ
フ 

社会教育主事（兼）企画幹 

          寺 本 典 則 

管内市町の社会教育・生涯学習の指導助言 

青少年教育，少年自然の家，青少年の家に関すること 

派遣社会教育主事 

河 本 誠 二（浜田市）大 石 学（浜田市） 

吉 田 茂 延（大田市）松 原 聡（川本町） 

小 谷 明 浩（美郷町） 

・家庭，学校及び地域が連携協力した社会教育事業の推進に関すること 

・島根の地域の特性を生かしたふるさと教育の推進に関すること 

・広域的な市町の枠組みに対応した新たな地域社会における人づ

くり，地域づくりの推進に関すること 

同和教育指導員      山 本 尚 生 

 

・同和地区児童生徒に対する進路保障推進に関すること 

・学社連携による地域ぐるみの同和教育推進に関すること 

学
校
教
育
ス
タ
ッ
フ 

指導主事（兼）企画幹 

       石 橋 邦 彦 

生活科，理科，ふるさと教育，情報教育，環境教育，へき地･複式教育 

教育課程全般 環境教育総合支援事業 科学の甲子園ジュニア 

しまねのふるまい推進プロジェクト，学習と評価実践研究事業 

派遣指導主事 

【学力向上】 

渡 邉   淳（浜田市） 矢 田 悦 夫（大田市） 

堀   康 弘（江津市） 橋 井 泰 治（江津市） 

笠 井   修（川本町） 

生 越   徹（美郷町） 大 屋 裕 二（邑南町） 

 

【生徒指導】 

上ヶ迫 定 夫（浜田市）   領 家 弘 典（浜田市） 

掘 江 真佐邦（大田市）   岡 田 和 明（江津市） 

・学校の組織編成，教育課程，学習指導，生徒指導及び

職業指導に関すること 

・教科書その他の教材の取扱いに関すること 

・校長，教員その他の教育関係職員の研修に関すること 

・生徒，児童及び幼児の保健，安全に関すること 

・人権・同和教育，特別支援教育に関すること 

・国及び県の教育施策に関すること 

・島根の地域の特性を生かしたふるさと教育の推進に関

すること 

指導主事   濵 崎 政 寿 社会科，外国語活動・外国語，特別活動，キャリア教育，国際理解教育 

帰国・外国人日本語指導，コミュニティスクール，小中連携キャリア教育推進事業 

指導主事   井 口   猛 算数・数学科，総合的な学習の時間，人権・同和教育，進路保障推進事業 

進路指導，少人数指導，全国・県学力調査，しまね数リンピック           

指導主事  宇 野 正 一 特別支援教育，幼稚園教育，福祉教育，学校訪問計画，にこにこサポート事業 

広域特別支援連携協議会，ス－パーコーディネーター配置事業 

指導主事（兼）生徒指導専任主事 

伊 津 洋 士 

生徒指導，保健体育科，食育，保健・安全教育，金銭・金融教育，消費者教育 

SC活用事業， いじめ対応支援事業            

指導主事   羽 柴 千 晴 国語科，道徳教育，学校図書館活用教育，教職経験者研修  

子ども読書活動推進事業，道徳教育総合支援事業，家勉充実プロジェクト 
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♪川本町教育委員会 派遣指導主事 笠井 修♪ 

小学校１年生から中学校３年生までの９年間が同じ学級集団…これが川本町の実態です。そのため、学級集

団づくりが重要な課題となっており，小・中学校が連携して，学級の中で誰もが話せる雰囲気を作り，仲間意

識を強め，聴き合える子どもを育てることが大切です。そこで学び合い，高め合う学級集団の構築を基盤にし

て学力向上のための方策を進めていきます。 
１．よりよい学級集団をつくる 

 ”学び合い”と”学級集団づくり”のための外部講師を招き，学習基盤となる仲間づくりを進めます。授
業公開をとおして，教師の力量を高めます。また，学校における教育相談体制の充実を図るために，学校と
町教委が連携を取りながら，SC・SSW の有効的な活用を考えていきます。 

２．家庭学習の習慣をつくる 

 小・中学校で作成している家庭学習の手引きを基に，学校と共に児童生徒に家庭学習の習慣化を図ります。
そのために，放課後に自主学習を進めるための勉強会を行います。その様子を保護者や地域にも知らせ，家
庭学習を進める風土づくりを推進します。 

３．ICT 活用で指導効果を上げる 

 昨年度から電子黒板，さらに今年度は小学校にタブレット PC を導入し，様々な教育機器が活用できる環
境になります。一斉指導，個別指導，さらにはそれらを融合した指導など，児童生徒の学ぶ意欲や考える力
を高めるような活用の仕方を研修していきます。 
 

 派遣指導主事３年目となり，学校訪問を頻繁に行い，授業に参加したり，先生方と話し合ったりすることで，

学校や学級の様子は勿論のこと，児童生徒全員が分かるようになりました。川本町ならではの“柔軟性・機動

性・協働性”の強みを生かして，学校の課題に応じた支援に努めます。今年度もよろしくお願いいたします。 
 

♫川本町教育委員会 派遣社会教育主事 松原 聡♫ 

 かつて１万人を超えていた川本町の人口は，２５年１月末には３，６９２人となり，過疎化と高齢化が同時

進行しています。しかし，人口が減っても川本町に住んで良かった，いつまでも住み続けたいと思われるため

に「つながりとぬくもりの中で豊かに暮らせるまち」を町政テーマとして掲げています。そして，顔のみえる

温かい交流や学び合い，お互いを思いやる絆の強い人づくりを目指していくために社会教育を進めていきます。 

１ ふるさと教育 第３期３年目 

  ふるさと教育が始まって今年で９年目。当時ふるさと教育を学んだ６年生は２０歳を迎えます。ふるさと
教育は，地域を学ぶだけではなく，地域で学び，そして地域に学びます。そうした「ひと・もの・こと」と
の関わりをとおして，自分がこの地域で生まれ，地域の中で見守られながら育ってきたという実感を得ます。
それが生きる意欲と学ぶ意欲にもつながり，やがて人のために，地域のためにという強いものへ変わり，社
会人として自立していくと思います。 

２ 連携して魅力あるものに 

今，川本町に住んでいる人が，自分だけでなく，自分の子孫もずっとここに住まわせたい，さらに他地域
に住んでいる人を「ここにいらっしゃいよ」と誘い込めるように，多くの方と連携しながら魅力あるものを
創り出していきたいと思います。人と人がつながり，ゆるやかに学び，ネットワークを広げていきたいと考
えています。 

 

家庭をサポートできるような地域づくり，学校を支えられる地域づくりを進め，地域全体で子どもを育ん

でいけるように進めていこうと思います。今年度もご協力をよろしくお願いいたします。 
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☆邑南町教育委員会 派遣指導主事 大屋裕二☆ 

邑南町派遣指導主事の大屋裕二です。２年目を迎えました。 
邑南町では学びの主体者，協同者を育てることをめざして『学び合い授業づくり』を町内すべての小中

学校で実践研究しています。 
 
ある先生は日ごろ関係づくりで悩んでいた A さんのことを，授業を通して理解していきたいと願い，

指導案の最後に資料として前時までの板書写真と A さんの感想を載せていました。また，集団とのかか

わりで気になっていた B さんについて，みんなの見方を良好にしたいと願い，B さんの発言から話し合

いを始めようと考えて本時に臨んでいました。授業を通して子ども理解と集団づくりに取り組もうとす

る先生の姿勢・熱意に感激しました。当日も A さん，B さんをはじめ，学級全員が生き生きと気づきや

思いを語り，教材への解釈が深まっていく授業を見せていただきました。 
 また別のある先生は「どんな小さな声も聴こうと思えば聴ける」と子どもへ投げかけながら徹底して

聴く（訊く）側の指導に取り組んでおられました。授業では「C くんの考え聴きたい！」「D くんの説明

を聴いて思いつきました～！」などの子どものつぶやきが聞かれました。聴く人がいるからこそ，子ど

もは自分の考えを語るし，わかりやすく伝えようと努力をするんだということを再確認しました。 
  

私は昨年度「邑南学び合い」というタイトルの便りを発行してきました。上記のような各学校で繰り

広げられるすばらしい学び合いの姿や子どもと熱く向き合う先生方の姿を町内すべての学校に広げてい

くことが私に与えられた役割の一つです。今年度も精一杯役割を果たしていきたいと思っています。 

  

次号では，浜田市を特集します。次号 44 号は 7月上旬発行予定です。 
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学校訪問指導は、学校教育の充実を図ることを目的として実施しているものです。指導主事等の訪問によ

り，各学校の教育課程，学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導・助言等を行い，各学校の教育

力の向上を図りたいと考えています。 

 

『A 教科等指導に関する学校訪問指導』では，

主として学校等の申請に基づき，特定の教科等

における指導力の向上，人権・同和教育等に係

る指導・助言を行います。また，研究発表会，

指定事業等学校の実態や要望に応じた指導・助

言等も行います。 
 毎年配付しています「各教科等の指導の重点」

を今年度は全面リニューアルしました。そこに，

平成 25年度教育課程実施上の重点事項が９つ示

してありますので（P2～P5），それを踏まえ，授

業改善に取り組んでいただきたいと思います。

また，「学習評価を生かした授業改善，授業づく

りのためのハンドブック（H23.3 小・H24.3 中）」

「実りある授業のために H24.秋・H24.冬」も参

考にして学習指導案等を作成してください。 
訪問時の内容としては，授業公開及び研究協議 

が主なものとなります。教科等に係る指導力の

向上を図ることにより，児童生徒の学力向上に

つなげたいと考えていますので，研究協議はな

るべく全教職員参加でお願いします。授業では，

ねらい，手だて，児童生徒の変容等を中心に助

言を行いたいと考えております。 
 

 
 
『C(2)特別支援教育に関する学校訪問指導』は

「特別支援学級・通級指導教室の授業」と「にこ

にこサポート事業」の２本柱で行います。 
新設または新任担当の学級，教室を中心に訪問

します。通常の学級においても特別支援教育の視

点をもった取組が広がっています。これを機会に，

特別支援学級や通級指導教室ならではの実践（特

に「合わせた指導」や「自立活動」）を校内で共有

し，学校全体での特別支援教育がさらに充実する

ことを期待しています。 
にこにこサポート事業については，今年度も浜

田教育事務所管内２４校に配置されました。これ

は対象児童への直接的な支援はもちろんですが，

校内体制の整備に役立てていただくことが大切で

す。学校全体での研究協議の場は必要ありません。

各学校における活用やその効果（対象児童への支

援，校内体制の整備等）についてお話をうかがお

うと考えています。 

島根県教育センターより教職経験年数（研修期）

に応じた研修課題が示されていますが，『B 人材育

成に係る学校訪問指導』は，この経験者研修の「授

業づくり研修」に合わせて実施します。初任者研

修では「児童生徒等を主体とした授業」，6 年目研

修では「児童生徒等の実態に応じた授業」，11 年目

研修では「思考力・判断力・表現力等を育む授業」

という段階を応じた授業力アップを求めています

ので，研究協議等もその視点を大切に行っていた

だきたいと思います。 
今年からフォローアップ研修の実施も始まり，

複数年かけて初任校で初任者を育成することが必

要だと言われています。また，11 年目研修を終え

た中堅教員と言われる先生方には授業力向上とと

もに後輩を育てる力をアップさせてほしいとお伝

えしています。したがって特に 6 年目，11 年目研

修該当者の授業公開においては，この訪問指導を

校内における OJT の機能の活用の機会ととらえ，

学校全体の指導力向上につなげてほしいと考えて

います。 

 
今年度から生徒指導関係の学校訪問として，

３年間で管内のすべての小中学校の訪問を計画

しており，平成２５年度はすべての中学校と希

望する小学校に伺う予定です。 

 「自己指導能力」の育成をめざすと言われる

生徒指導は，学習指導の場はもちろん，生活全

般に及び，教職員のチームワークで組織的に行

う必要があります。そこで，１単位時間で全学

級の授業参観の後，校内の生徒指導体制につい

て協議を行い，組織的な生徒指導の推進につい

て，情報交換をしたり共に考えたりする時間を

設定していただきたいと思っています。わずか

な時間ではありますが，普段通りのスケジュー

ルで迎えていただき，その中で学校の生徒指導

体制充実につながる訪問になればと思っていま

す。どうぞよろしくお願いします。
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心に寄り添う道徳教育，  

心に響く道徳の時間を 
 

学校教育スタッフ 

          指導主事 羽柴 千晴 

 
「心のノート」の全員配付の再開，全面改訂版の作

成，道徳教科化の検討･･････多様な価値観が存在し，

新たな社会問題が山積する今，道徳教育のより一層の

充実が叫ばれ，新しい動きが起きようとしています。

そんな中，わたしたちは子どもたちを前にどのような

道徳教育を行うことを求められているのでしょうか。 
 
ご承知のように学習指導要領では，道徳教育につい

て「道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じ

て行う」と記しています。道徳教育がめざすのは「道

徳性」を養うことです。「道徳性」とは，人間として

よりよく生きるために行う行為（道徳的行為）を可能

にする人間的特性であり，人格の基盤をなすものです。

そして，道徳的行為・習慣は人間の内面にある「道徳

的実践力」（道徳的心情・道徳的判断力・道徳的実践

意欲・道徳的態度）によって支えられています。 
その道徳的実践力の育成を行うのが道徳の時間で

す。実践力の育成をするということは，実践に向かっ

て力が出せるようにするということですから，道徳の

時間は，意欲，意志，感情，判断，身構えなどについ

て考える，心に響く時間でなければなりません。その

時間に考えたこと，心に留まった思い，揺さぶられた

感情がいずれ行為となって表出する際の支えになり，

その行為を繰り返し行うための力となるのです。道徳

の時間が直近の課題解決に時間になってはいけない

と言われるのはそのためです。また，子どもたちの日

常生活の行動や言葉遣いを注意することは大切な指

導ですが，それだけが道徳教育の推進ということでは

ありません。道徳教育は心に寄り添うものであり，表

出する行動や言葉遣いの内面の部分に働きかけるも

のであるからです。 
 
では，具体的にはどう取り組んだらよいのでしょう

か。そのポイントは昨年度配付した「実りある授業の

ために・道徳編」に記載してありますが，『学校の道

徳教育の重点目標を全教職員で共通理解し，共通実践

すること』『道徳の時間の授業を３５時間（小１は３

４時間）きちんと行うこと』の２点を特に意識してい

ただきたいと思います。道徳の内容項目は，四つの視

点の下に示され，学年の段階によって数が異なります。

小学校１年生は３４時間で１６の内容項目，２年生は

３５時間で１６項目，中学年は１８項目，高学年は２

２項目，中学校は２４項目を指導します。したがって，

１時間で１つの内容項目を指導した場合，それぞれの

学年で１１～１９時間が余ります。学校として何を重

点に道徳教育を行うのかを明確にしておくことで，ど

の項目を繰り返し指導するのかが決まるのです。 
また，個々の内容は互いに関連し合い，発達の段階

を追って系統性が見られます。下記に示したのは，「心

のノート」の内容項目の全体イメージを表している見

開きページです。道徳の内容の四つの視点はそれぞれ

赤，緑，青，黄色に色分けされ，４冊ともにその色が

統一されています。子どもたちも一緒に内容項目を意

識しながら，教育活動全体を通じて繰り返し取り組ん

でいこうという工夫です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
この春，「『心のノート』を生かした道徳教育の展開

－『心のノート』活用事例集」の改訂版が文部科学省

から配付されました。「心のノート」を使っての研修

の実施も，道徳教育の推進，教職員 
の共通理解，共通実践のためには有 
意義だと考えます。多様な価値観が 
存在し，激動の時代といわれる今だ 
からこそ，「心に寄り添う道徳教育， 
心に響く道徳の時間」が求められて 
いるのではないでしょうか。 

 

 

 



研究指定校等 市　町 地域・学校

文部科学省「人権教育研究指定校」
兼：島根県「島根県人権・同和教育研究指定校・園」 美郷町 大和小（H25～H26)

文部科学省「特別支援教育体制整備の推進事業」

島根県「特別な支援のための非常勤講師配置事業
　　　　　　　　　　（にこにこサポート事業）」

島根県「小中学校の特別支援教育体制整備推進事業
　　　　　　～スーパーコーディネーター配置事業～」

全市町 各一校ずつ

文部科学省「スクールカウンセラー配置事業」 全市町 管内１７小学校・全中学校

文部科学省「生徒指導・進路指導総合推進事業」 浜田市 聖喤寮

文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業」

島根県「自学室での個別指導の充実に係る非常勤講師配置事業」
　　　　　（学びいきいきサポート事業）

浜田市
大田市
江津市

浜田一中　浜田二中　浜田三中
大田一中　大田二中
青陵中

島根県「中１クラスサポート事業」
浜田市
大田市

浜田一中
大田一中

島根県「いじめ対応支援事業」

島根県「教育支援センター等運営事業」

文部科学省「英語によるコミュニケーション能力・論理的思考力を
　　　　　強化する指導改善の取組事業」

江津市 江津中

島根県「サイエンスキースクール事業」 浜田市 石見小

島根県「環境教育総合支援事業」 川本町 川本中校区（H24～H25)

島根県「小中連携キャリア教育推進事業」 浜田市 浜田二中・浜田東中校区（H24～H25)

島根県「学習と評価実践研究事業」 浜田市 浜田一中（H24～H25)

島根県「特色ある学校づくりを支援する３０人学級編
　　　　制・島根スクールサポート事業」

浜田市

大田市
江津市
美郷町

原井小　松原小　石見小　三階小
長浜小　国府小　雲城小
大田小　久手小
津宮小
邑智小

島根県「主幹教諭配置に伴う代替非常勤講師の配置」
浜田市
大田市

石見小　周布小
大田小　大田二中

島根県「小学校専科指導の充実等による小中連携教育推進のための
　　　加配」

浜田市
江津市

周布小
桜江小

文部科学省「道徳教育総合支援事業」 美郷町 邑智中校区

島根県「しまねのふるまい推進プロジェクト事業」

文部科学省「学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究事業」

島根県「子ども読書活動推進事業」

島根県「学校図書館活用教育の充実に係る非常勤講師
　　　　（司書教諭サポート事業）の配置事業」

浜田市
大田市

長浜小　雲城小
久屋小　仁摩小

島根県「体力向上推進モデル事業」
浜田市
大田市

岡見小（H24～H25）
朝波小（H24～H25）
大田一中（H25～H26)

島根県「ふるさと教育推進事業」

島根県「結集！　しまねの子育て協働プロジェクト」
　・学校支援　　　・放課後支援　　　・家庭教育支援

全市町

浜田市，大田市，江津市，邑南町で実施

管内２４小学校(浜田市９校，大田市8校，江
津市４校，川本町1校，美郷町1校，邑南町1
校）

全市町（H21～）

全市町（H25～H27)

全市町（H25～H27)

全市町

三隅中
大田二中　北三瓶中
桜江中

全市町

全市町

大田市

浜田市
大田市
江津市

島根県「家勉充実プロジェクト」

平成25年度 浜田教育事務所管内研究指定校等《順不同》
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